
 

 

資料４－４ 



 

当該合意の締結により、ＮＹＳＥグループの規制業務は、最高規制役員及び社外取締役により構

成された取締役会により統治される独立した民間・非営利組織により運営されることとなる。非

営利自主規制機関の取締役会は、持株会社の取締役会から独立したメンバーで構成され、非関連

取締役も含まれる。ＮＹＳＥレギュレーションは、規制目的費用により資金を調達し規制サービ

スに係る長期間の契約に基づき運営される。この体制により、ＮＹＳＥレギュレーションは、独

立していながら、効率的に市場の統合性の実現及び投資家保護を行うために必要な市場との密接

性を確保できる。 
 








